


政務活動調査研究報告書 

報告者 向井千尋 

日時 2018年 7月 14日、15日、16日 

調査研究名 ○7月 14・15日 

①NPO 法人女性の安全と健康のための支援教育センター 支援者のた

めの研修講座 

○7月 16日 

②きてきて！おいしいひょうご実感フェア、むらからまちから館視察 

③ KURUMIRUー自主製品魅力発信プロジェクトー 

内容 ①セミナーA１「多様化社会とは」朴和美氏（研究者） 

○多様性の壁→「単一民族、単一言語、単一文化」の幻想。異質の文化へ

の拒否、排除 

・少子高齢と人口減少が急速に進む日本は多様性社会を選択せざるを得

ない。 

・多様化（ダイバーシティ）企業は、グローバルでなければ生きていけな

い。有能な人材を確保。しかし、同時にインクルージョン（受け入れて包

摂する）が必要。力の不均衡をなくす。多様化には必然。 

 

・学び直しと学びほぐしが必要。「アタマは一日で革命を起こせるが、身

につけたものは簡単に変えられない」 

 

○日本の人口はピークを越えた中、世界中が異次元の超高齢化を迎える

日本を実験場として注目している。日本が失敗したことはやらず、成功

したことを取りいれるスタンスである。 

 

○女性が子どもを産まない。ダブルワーク＝家庭と仕事の両方を担わさ

れている。 

 

A2「障がいのある女性と複合差別」佐々木貞子氏 

・自らも視覚障害者である。子育て中「子どもがかわいそう」偏見の目。 

・女性差別、障害差別は重なり合う＝「複合差別」 

・「優性保護法」が犯した罪 

旧優生保護法は障害を持つ女性約 25,000人に優性手術（不妊手術）を

行った。改正後 20年が経過しているが、被害者の救済は進んでいない。 

 

セミナーA3「女性への暴力と社会構造」 角田由紀子（弁護士） 



・財務省のセクハラ問題 

・暴力は何故生まれるのか？どのような社会構造をもつのか？女性の人

権の問題。暴力のない社会を作るためには。 

・暴力とは、身体的、精神的、心理的な力によって他人を思い通りに支配

すること。戦争から DVまで。 

・個人責任の追及だけで暴力をなくせるのか。加害者の責任追及被害者

は失ったものを取り戻しにくい。1～2年もの期間を裁判に費やす中、勝

ったとしても賠償金 100 万～300 万円である。辛い思いをして何を取り

戻せるのか。 

・「被害者支援」は不完全。予防にかかわるべきである。 

・暴力のない社会への到達方法は、 

①バンドエイド的（目の前の被害者支援） 

②根絶手術（社会構造の変革） 

 

・憲法 24条は家制度の廃止。女性解放のカギだったが家制度の残滓を今

も引きずっている。法律は変わったが、生活は変わっていない。明治憲

法の家制度のまま男性社会の中で生きており、女性を下に置く＝暴力の

構造になっている。 

 

A4「子ども虐待」 松田博雄氏（小児科医） 

・ファミリーバイオレンス（家庭内の親密な関係にある人々の間の暴力） 

家庭は密室である。子ども、障害者、高齢者、DVの 4つの暴力は、相

互に関わりあう。 

・95％の子どもは元の家庭へ戻る＝家庭支援が必要 

・乳児の虐待が多い。 

・要保護児童対策地域協議会＝児童相談所と市町村の二重構造 

・子育て世代包括支援センターの全国展開 

 

A5「女性への暴力被害相談基本的な考え方と実際」 池田ひかり氏(ソー

シャルワーカー) 

・相談援助には「終わり」がある。問題があっても自分で解決できる状態

で相談援助は終結する。終わらなければ「依存」になる。 

・相談支援は安全感・安心感の回復であると同時に孤立化と無力化の回

復である。孤立状態で回復はできない。 

・エンパワメント（能力開花）の過程は、相談者とのつながりにより、孤

立状態から脱し、力を取り戻していくものである。 



・IES-R（PTSD評価尺度、「PTSD」：心的外傷後ストレス障害）によるスト

レステストの活用 

 

セミナーA6[リブロダクティブ・ダイツ①からだ、わたしたち自身]麻鳥

澄江氏（研究者） 

・3月 8日は「国際女性デー」 

・1975年、国連女性の 10年 世界統計開始（女性に関する統計が皆無） 

・1980年、日本が国連女性差別撤廃条約に署名（中曽根首相） 

・富士見産婦人科病院裁判 

・北欧では、意思決定の場に女性が 40%以下であってはならないクオータ

ー制（※4分の 1ではなく、割り当て・分配制の意） 

・アイスランド首相女性６：男性４にならないと平等でない。 

 

 

セミナーA7「サバイバーとアディクション」 湯本洋介氏（精神科医） 

・アディクション：依存症→ケアが必要。アルコール依存は死に至ること

もある 

・依存症は健康問題である→温かいケアが必要 

・アルコール、ドラッグなどのコントロールができない場合、借金があ

るかどうかを疑う。 

・脳内のメカニズム「脳内報酬系」の反応が乏しい（将来の希望もてな

い） 

・脳内報酬系を活発化するために刺激性の強いものが効果→刺激に慣れ

てくる→より刺激を求める＝制御できない 

 生きる意味、目的にもつながる 

・トラウマ＝ストレス（常に火災警報器がなっている状態）。フラッシュ

バック（根強い恐怖が日常の様々な刺激で呼び起される）の苦痛。 

・トラウマの援助の方法＝安心感や安全の確保、マインドフルネス（瞑

想、ヨガ） 

・アディクションへのアプローチは多様である。ゴール設定は、断酒・断

薬ではなく、抑えること・減らすこと 

 

セミナーA8「DV 暴力を体験するということ」中島幸子氏（NPO レジリエ

ンス） 

・少年院での受刑少年からの質問 

「僕は罪を犯した（レイプ犯罪）どうしてこんなことをしてしまったの



か。これからどうしたらいいのか」 

にどう答えたらいいのか。彼も虐待の犠牲者「勇気をもって言ってくれ

た。その勇気で乗り越えられる」 

・DVから逃れられない現実。そして記憶がフラッシュバック。真っ暗な

崖っぷちから飛び降りて逃げるような恐ろしい感覚に陥る。→周りの支

えがあれば逃げられる。 

 

・どんなひどい虐待を受けても、周りの大人が助けられる。 

・人間には牙がない。だれも一人になってはいけない。 

 

・「傷ついた戦士」平和な国で暮らしていても暴力を経験すると戦士にな

る。トラウマを抱えた戦い。PTSDとの戦い。 

 

・行政、民間、警察が個々バラバラの現実がある。 

 

（考察） 

社会福祉、医療、法律、実践家、研究者など、それぞれの立場の現場や

研究からの講義でどの講義も大変興味深く、意味があった。また参加者

も全国から医療、福祉、当時者団体等にかかわる女性たちで大変問題意

識がたかく知識や経験も多く、刺激を受けた。 

今後の篠山市における女性の人権や男女共同参画推進に役に立てたい

と思う。 

 

 

②おいしいひょうご実感フェア、むらからまちから館の視察見学につい

て 

・３連休の最終日ということもあり、東京丸の内や有楽町は人々で溢れ

ていた。今回、兵庫五国の味覚を全国に紹介する兵庫県 150 周年の取組

みの中で、丹波篠山の特産物を紹介できたことは大いに意義深いと考え

る。 

・また「むらからまちから館」は全国の優れた逸品を紹介販売するアン

テナショップにおいて、日置地区まちづくり協議会の「コベクロ」を初

めて販売することになったことは、感慨深く感じると同時に、今後の展

開を考える契機となった。 

 

③その他 



「KURUMIRUー自主製品魅力発信プロジェクトー」に関して 

研修会場で障がい事業所の作品販売をしていた。現在、東京都はオリ

ンピックを念頭に置いた障がい事業所の販売促進をしており、都内 180

事業所の作品を集めて、都庁や都内デパートで販売をしている。「公」が

場所と売るためのノウハウを、「民」は売れる物を継続して作る。役割分

担の中で、障がい者の活躍の場を創出する取り組みは興味深く感じた。 

このことを受け、東京の就労移行事業で働いている知人に現状を聞き

取りした。以下、その内容。 

「東京では企業の方が先に取り組みが進んでおり、特例子会社などが

次々に出来ている。まさにダイバーシティ。能力ある障がい者がどんど

ん世の中に出ている。活躍の場を得ていない障がい者もいると思うが、

東京はやはり先進的ではないか。」 

とのことであった。オリンピックが近づく中、こうした動きについて

は、今後も注視していきたい。 

 




